
Ａ 18 歳・19 歳をはじめとする、若者の力を社会・政治が必要としています !!
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◆
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病
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体
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人
、

介
護
保
険
法
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要
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護
5
の
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事
前
に
「
郵
便
等
投
票
証
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」
の
交

付
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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日
）

明るい選挙の
イメージキャラクター
「選挙のめいすいくん」

問 町選挙管理委員会
☎ 56 － 8000

選挙を知って、投票に行こう。

18 歳選挙を学ぼう

Ｑ 選挙権年齢を18歳以上に引き下げたのはナゼ？

日本は少子高齢化、人口減少社会を迎えています。この状況において、日本の未来を作り担う存在である 10 代にもより政
治に参画してもらいたいと考えています。またより早く選挙権を持つことにより、社会の担い手であるという意識を若いう
ちから持っていただき、主体的に政治に関わる若者が増えてほしいと思います。若者の投票率が低くなると、若者の声は政
治に届きにくくなってしまいます。その結果、若者に向けた政策が実現しにくくなったり、実現するのに時間を要する可能
性があります。

Ｑ 世界の選挙権年齢はどうなっているの？

国立国会図書館（平成 26 年）の調査では、世界 191 の国・地域のうち 9割
近くが日本の衆議院にあたる下院の選挙権年齢を「18 歳以上」と定めていま
す。また、選挙権年齢は、ヨーロッパの国々を中心にさらに引き下げを進め
る動きが活発化しており、オーストリアではすでに「16 歳以上」への引き下
げが行われています。また、ドイツやノルウェーなどでは、特定の州や地域
で 16 歳以上への引き下げが行われています。

Ａ 有権者も情報を発信できます !
Ｑ インターネット選挙運動でできるコト

・自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログ
   などに書き込む
・選挙運動メッセージなどを SNS で広める
   （リツイート、シェアなど）
・選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿する

世界各国の選挙権年齢
25 歳 アラブ首長国連邦
21 歳 オマーン、マレーシアなど
20 歳 カメルーンなど
19 歳 韓国
18 歳 アメリカ、イタリア、フランスなど
17 歳 東ティモールなど
16 歳 アルゼンチン、ブラジルなど

※ 18 歳以上（有権者）になれば選挙運動ができます。SNS やブログ
     などの様々なインターネットツールを利用して、特定の候補者の当
     選を目的とした活動もできるようになります。なお、候補者や政党
     など以外は電子メールを利用した選挙運動はできません。また、満
     18 歳未満の者による選挙運動は一切禁止されています。

Ａ 世界各国の選挙権年齢は「18 歳以上」が主流 !

18 歳、19 歳も
有権者の仲間入り


